
 

 

令和３年度事業計画 

 

Ⅰ 事業活動方針 

 令和 3年度も新型コロナウイルスの影響が続き、様々なイベントや事業活動にコロナ 

対策をしっかり行って実施する必要があります。 

「よこはま花と緑のスプリングフェア 2021」に協賛するとともに「花壇展」に出展し 

ます。春と秋の風物詩となりましたにガーデンネックレス横浜にも協賛し、「里山ガー

デンフェスタ植物調達協議会」が市内産の植物調達を横浜農業協同組合と引き続き行い

ます。 

国際園芸博覧会については、国際園芸博覧会協会が設立予定であり、今後具体的な手

続きが進んでまいります。当協会も特別委員会を強化し、開催に向けて引き続き協力 

するとともに積極的にＰＲしてまいります。 

 本年度も造園工事に関する技術の向上及び安全管理等の研修会等を横浜市造園技術 

交流会と連携して開催します。様々な事業機会をとらえて「ガーデンシティ横浜」を推 

進するよう事業を行ってまいります。 

 

Ⅱ 事業計画 

 ⅰ【総務委員会関係】 

１ 経営合理化や社会経済情勢等に関する講習会の開催 

    

（１）横浜市環境創造局事業概要等説明会の開催 

   環境創造局及び関係各局の次年度予算概要等について、説明会を開催します。 

 

（２）経営者研修会の開催 

 経営合理化及び経営改善や社会経済の動向等のリアルタイムな情報収集のた

め外部講師を招いて、講習会を実施します。 

 

２ 花と緑の街づくりに関する普及啓発事業 

潤いと安らぎのある市民生活の実現を目指す横浜の花と緑の街づくりのため

緑化の普及啓発を目的として、次の事業を実施します。 

 

 （１）よこはま花と緑のスプリングフェア 2021に協賛 

     「花壇展」に２０区画（8㎡/区）を出展します。 

場所 山下公園 

期間 ４月９日（金）～５月５日（水）～２８日間～ 

 

（２）202１日本フラワー＆ガーデンショウの花と緑の職業体験コーナーに協力 

花と緑の職業体験「造園屋さん」コーナーでミニ箱庭作り等を体験し、子供

たちに造園について理解していただくことを目的とします。【開催中止】 

 



 

 

（３）第 38回全国都市緑化くまもとフェアの花壇出展に協力 

   横浜市からの依頼により「自治体個別出展」に協力します。デザインは会員

から募集し、最優秀の作品が採用されます。 

期間 ２０２２年３月１９日（土）～５月２２日（日）～６５日間～ 

   会場 新市街エリア 

   面積 約２０㎡ 

 

３ 会員の事業活動の支援、円滑な協会運営や会員相互の親睦を図る等のため、次の 

事業を行います。 

 

（１）県及び市主催の各種業務指導連絡会への参加 

各種制度の研修及び講習会に参加し、会員へその趣旨の徹底を図ります。 

   

 （２）中長期計画 

     現状と対策について中長期計画を立案します。 

 

（３）会員親睦会の開催 

①新年賀詞交歓会 

②ハマの緑を育むつどい（総会懇親会）【開催中止】 

③合同委員会 

④経営者研修会 

 

ⅱ【技術委員会関係】 

  １ 造園技術の向上に関する研修会及び講習会の開催 

     造園技術者の新しい時代に応じた技術及び知識の向上、また次世代を担う若 

手技術者の育成を図るため、次の事業を実施します。 

 

  （１）研修会・講演会の開催（横浜市造園技術交流会事業） 

     横浜市環境創造局と当協会の技術者が技術的な情報交換、意見交換を行うこ 

とにより相互の技術向上を図ることを目的とした「横浜市造園技術交流会」 

として下記の研修会及び講習会を行います。 

①公園緑地管理研修会 

 公園及び緑地の維持管理にあたり、必要とされる技術・技能を講義及び実

際の現場見学により学びます。 

 

     ②造園技術伝承研修会 

      日本古来の作庭技術を実技講習と実技研修により学びます。 

     場所  横浜公園彼我庭園 

     日程  ５月１９日・２０日 

     講師  大胡周一郎氏 

     内容  建仁寺垣の実習 



 

 

  （２）免許・資格取得支援 

     高所作業における作業性と安全性の向上を目的として、ロープによる昇降作 

業で義務付けられている「ロープ高所作業」の特別教育を行います。 

   

  （３）造園ＣＰＤ制度の活用 

造園ＣＰＤ制度に関する認定プログラムを積極的に提供します。 

 

（４）設計図書に関わる業務の適正化 

横浜市発注の工事について、着工・施工・竣工時に発生する設計図書の作成 

業務に関し、会員にアンケート調査を行った結果をもとに、実情の問題点に

ついて改善に向けた準備を行います。 

 

ⅲ【安全委員会関係】 

１ 造園工事に関する労働安全管理等の指導 

    造園業の健全な発展に資する安全性の向上を目指して、次の事業を実施します。 

 

（１）労働安全衛生大会の実施 

横浜南労働基準監督署・横浜市環境創造局・道路局の指導のもと会員を対象とし

て全国労働安全衛生週間にちなみ安全意識の向上を目的として、次のことを行いま

す。 

①安全標語の表彰 協会員から募集した安全標語を選考し、表彰を行います。 

②安全宣言 最優秀標語者による安全宣言を行います。 

③講演 労働基準監督署長及び外部講師に講演を依頼し行います。 

 

（２）造園工事・委託の現場安全パトロールの実施 

①工事安全パトロール 

公共工事の安全性を高めるため、横浜市造園技術交流会事業としてパトロール

を実施します。結果については各工事場所特有の安全管理が存在するため、工

事として共通事項に関して協会員に発信します。また、実施時期が年度末であ

るため、協会員に対して年度末の労働災害ゼロを周知する目的を伴います。 

②委託安全パトロール 

安全対策強化期間を設定し期間中に委託作業箇所を事前連絡なしでパトロー

ルを実施します。委託作業は各会社に共通工種が多いため、指摘事項を協会員

に発信し安全作業の確保につなげます。 

 

    以上のパトロールについては点検表に基づき、作業現場の標識類・安全施設・ 

交通対策・作業員の安全教育・資材器具の整理整頓・服装等幅広い範囲での指 

導を行います。 

 

 

 



 

 

（３）工事現場の安全衛生講習会の開催 

   横浜市環境創造局と合同で行う横浜市造園技術交流会において、現場作業員を対 

象とし現場での安全に重点をおいた講習会を行います。 

 

（４）年末年始・年度末労働災害防止強調月間の周知 

建設業労働災害防止協会の実施要項に基づき、広く一般の工事繁忙期の労働災害 

の防止、安全意識高揚及び安全活動の定着を図ることを目的として協会員にポス 

ター等を配布します。 

 

（５）工事安全祈願祭の開催 

   労働災害は絶えず発生する危険があり、1年を安全に過ごすために、祈ることを

通じ安全に向き合うことは無事故、無災害を遂行する上で良い契機となります。 

 

（６）災害協定に基づく災害時の対応 

   横浜市と締結している「横浜市内公園緑地等に係る災害時の応急処置等の協力に 

関する協定」に基づき、特に危険崖地に指定された各箇所について、ルート及び

平常時の現況写真等を協会資料として作成し、環境創造局公園緑地維持課の指導

の下に調査を実施いたします。 

 

ⅳ【緑の諮問委員会関係】 

１ 行政機関及び関係団体の緑化活動に対する協力  

    横浜の花と緑の街づくり実現のため行政機関及び関係団体の緑化活動に協力

し、潤いと安らぎのある市民生活の実現を目的として、次の事業を実施します。 

  

（１）緑化活動に対する協力 

     「横浜市中期４か年計画」、「横浜みどりアップ計画」等に基づき推進される

諸施策及び関係団体の緑化活動に対し、必要に応じて協力を行います。 

   

（２）広報活動 

    協会の活動状況をはじめ造園業界の最新情報を記載した広報誌「横造協だよ

り」を年２回発行し、会員・関係行政機関に配布するとともに、ホームページ

上でも公開します。 

 

（３）経営者懇談会の開催 

     協会事業のより一層の充実を図るため経営者懇談会を開催し、広く会員の意

見を求めます。またこの意見を基にして議会等の要望書を作成いたします。 

 

（４）議会等に対する陳情要望等 

     公園及び緑化事業のより一層の推進を図るため、横浜市会や関係各局等と意

見交換を行うとともに、陳情・要望を行います。 

 



 

 

（５）研修会の開催 

   （一社）日本造園建設業協会と協働で若者活躍推進講座の継続開催を行いま

す。 

 

ⅴ【特別委員会：国際園芸博覧会等】 

   （１）国際園芸博覧会開催に向けた横浜市の活動に協力するとともに、情報収集 

及びＰＲ活動を行います。 

 

   （２）国際園芸博覧会に向けた勉強会を市役所講師又は外部講師を招いて開催し

ます。 

 

   （３）「ガーデンネックレス横浜」の実行委員として協力及び協賛をします。 

 

   （４）「ガーデンネックレス横浜」里山ガーデンエリアの植物調達について、「里

山ガーデンフェスタ植物調達協議会」をサポートし、協力支援を行います。 

 

 Ⅵ【災害協力事業者認定推薦条件】 

   災害協力事業者認定について、今年度は対象講習会への参加条件は適用を見送る 

ことといたします。 

     

以上 


